
２29.　1.　7

出張申告の会場・日程
受付時間日程会場

午前９時半～１１時、
午後１時～４時

２月１日（水）東部地域センター１階講習室
２月２日（木）南部地域センター２階講習室
２月３日（金）
　・６日（月）わくわく健康プラザ１階講堂

午前９時～１１時半、
午後１時～４時半２月１５日（水）竹丘地域市民センター第５会議室

（清瀬市竹丘１－１１－１）
※竹丘地域市民センターの場所は、市ホームページ（http://www.city.higashikurume.lg.
jp/kurashi/zei/shizei/juminzei/1008711.html）でご覧いただけます。

　
な
り
す
ま
し
防
止
の
た
め
、
申

告
書
や
申
請
書
な
ど
に
は
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）の
記
載
」

と「
本
人
確
認（
番
号
確
認
と
身
元

確
認
）」が
必
要
で
す
。
本
人
確
認

は
次
の
①
・
②
い
ず
れ
か
の
提
示

ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個

人
番
号
カ
ー
ド
）
②
「
番
号
確
認

書
類
」
と
「
身
元
確
認
書
類
」

　
※
②
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
な
い
場
合
の
確
認
方
法
で
す
。

　
【
番
号
確
認
書
類
】通
知
カ
ー
ド
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
あ
る
住

民
票
の
写
し
な
ど

　
【
身
元
確
認
書
類
】免
許
証
、パ

ス
ポ
ー
ト
、身
体
障
害
者
手
帳
、公

的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど

　
【
ご
注
意
】番
号
確
認
お
よ
び
身

元
確
認
に
は
時
間
を
要
し
ま
す
の

で
、
税
務
署
窓
口
で
提
出
の
際
は
、

①
ま
た
は
②
を
事
前
に
用
意
し
て

く
だ
さ
い

　
【
そ
の
他
】郵
送
で
申
告
書
を
提

出
す
る
場
合
は
、
①
の
写
し
（
両

面
）
ま
た
は
②
の
写
し
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い

　
申
告
書
の
作
成
は
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
☎
０

４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
へ

（
自
動
音
声
案
内
に
従
い
「
２
」

番
を
選
択
し
、「
個
人
課
税
第
１
部

門
」
と
ご
指
定
く
だ
さ
い
）。

出
張
申
告
の
ご
案
内

　
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
、
所

得
税
の
確
定
申
告
の
出
張
申
告
を

下
表
の
通
り
行
い
ま
す
。

　
番
号
確
認
書
類
（
通
知
カ
ー
ド

な
ど
）お
よ
び
身
元
確
認
書
類（
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
健
康
保
険

証
な
ど
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
を
お
持
ち
の
方
は
、
1
枚
で

番
号
と
本
人
確
認
が
で
き
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】各
会
場
で
受
け
付
け

で
き
る
確
定
申
告
は
、
提
出
の
み

の
方
お
よ
び
簡
易
な
申
告
の
方
の

み
で
す
▼
各
会
場
と
も
車
で
の
来

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
の
受
付
期
間
は
、
混
雑
緩

和
の
た
め
、
交
付
通
知
後
１
カ
月

以
内
と
ご
案
内
し
て
い
ま
す
が
、

期
間
を
経
過
し
た
方
も
、
市
民
課

（
市
役
所
１
階
）
で
受
け
取
れ
ま

す
（
た
だ
し
、
す
で
に
市
外
に
転

出
し
て
い
る
方
は
、
受
け
取
れ
ま

せ
ん
）。
ま
た
、個
人
番
号
の
通
知

カ
ー
ド
も
引
き
続
き
保
管
し
て
い

ま
す
の
で
、
同
課
で
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

受
け
取
り
窓
口
を 

土
曜
日
に
開
設
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取

る
の
た
め
の
土
曜
窓
口
を
次
の
通

り
開
設
し
ま
す
。
平
日
に
来
庁
で

き
な
い
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
２
月　
日
（
祝
）・　

１１

２５

日
（
土
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
１
時

　
【
会
場
】市
民
課（
市
役
所
１
階
）

　
【
ご
注
意
】当
日
は
混
雑
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を

も
っ
て
来
庁
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
課
住
民
記
録
係
☎

４
７
０
・
７
７
２
２
へ
。

て
く
だ
さ
い
。

　
※
「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」
は
個

人
情
報
の
た
め
、
他
の
目
的
に
使

用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
提
出
期
間
】各
園
な
ど
に
提
出

す
る
場
合
＝
１
月　
日
（
金
）
ま

２７

で
▼
学
校
に
直
接
提
出
す
る
場
合

＝
２
月　
日
（
月
）
～　
日
（
金
）

１３

１７

　
詳
し
く
は
同
室
特
別
支
援
教
育

係
☎
４
７
０
・
８
０
３
２
へ
。

　
「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」は
、お
子

さ
ん
が
楽
し
く
学
校
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
家
庭
・
幼

稚
園
・
保
育
園
な
ど
で
の
「
お
子

さ
ん
の
様
子
や
気
に
掛
け
て
い
る

こ
と
」「
配
慮
し
て
ほ
し
い
こ
と
」

な
ど
を
入
学
す
る
小
学
校
へ
伝
え

る
書
類
で
す
。

　
【
配
布
場
所
】市
内
お
よ
び
近
隣

市
の
各
幼
稚
園
・
保
育
園
、
わ
か

く
さ
学
園
、
指
導
室
（
市
役
所
６

階
）
な
ど
で
配
布
中

　
【
内
容
】「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」

に
は
、
保
護
者
や
幼
稚
園
な
ど
が

次
の
事
項
に
つ
い
て
記
入
し
ま
す
。

▼
健
康
や
日
常
生
活
面
▼
人
と
の

関
わ
り
▼
興
味
や
関
心
の
あ
る
こ

と
▼
保
護
者
か
ら
学
校
へ
の
要
望

な
ど
伝
え
た
い
こ
と
な
ど

　
【
対
象
】４
月
に
小
学
校
に
入
学

す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
で
、「
就

学
支
援
シ
ー
ト
」
を
希
望
す
る
方

　
【
提
出
方
法
】保
護
者
が
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
各
園
な
ど
の
担

任
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
各
園

で
就
学
前
機
関
の
欄
を
記
入
し
、

保
護
者
に
戻
し
ま
す
。
そ
の
後
、

保
護
者
は
保
護
者
欄
を
記
入
の
上
、

原
則
、
各
園
な
ど
に
提
出
。
ま
た

は
入
学
す
る
学
校
へ
直
接
提
出
し

　
市
で
は
、
公
共
施
設
な
ど
を
活

用
し
て
子
育
て
支
援
機
能
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
児

童
の
居
場
所
づ
く
り
事
業
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

◎
共
通
事
項

　
【
参
加
費
】
無
料

　
【
持
ち
物
】タ
オ
ル
、水
筒
。
屋

内
は
上
履
き
、
屋
外
は
帽
子

　
【
ご
注
意
】徒
歩
か
自
転
車
で
来

場
を
。
食
べ
物
の
持
ち
込
み
は
原

則
禁
止
で
す

　
【
そ
の
他
】内
容
は
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
安
全
な
素
材

の
遊
具
を
使
用
し
ま
す
。
動
き
や

す
い
服
装
で
参
加
を

　
申
し
込
み
は
当
日
現
地
で
受
け

　
４
月
か
ら
開
始
す
る
新
し
い
総

合
事
業
（
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
）
の
市
民
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
同
事
業
が
開
始
す
る
と
、
要
支

援
認
定
を
受
け
た
方
が
受
け
ら
れ

る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
メ

ニ
ュ
ー
が
増
え
ま
す
。
こ
の
新
た

に
設
け
た
サ
ー
ビ
ス
の
み
を
利
用

す
る
場
合
、
要
支
援
認
定
を
受
け

る
こ
と
な
く
、
よ
り
簡
便
な
手
続

き
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
※
要
介
護
（
１
～
５
）
の
方
が

受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
日
時・会
場
】
第
１
回
＝
１
月

　
日
（
火
）
午
前　
時
～　
時
、

１７

１０

１１

市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で
▼
第
２
回

＝　
日
（
金
）
午
後
２
時
～
３
時
、

２７
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
講
堂
で
▼

第
３
回
＝
２
月　
日
（
金
）
午
後

１０

２
時
～
３
時
、
東
部
地
域
セ
ン
タ

ー
１
階
講
習
室
で
。

　
※
各
回
の
内
容
は
す
べ
て
同
じ

で
す
。

　
【
内
容
】同
事
業
の
概
要
や
、窓

口
で
の
受
付
方
法
、
利
用
ま
で
の

流
れ
な
ど
の
説
明

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
地
域
ケ

ア
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内

線
２
５
０
１
・
２
５
５
７
）
へ
。

２９年度小・中学校新入学児童・生徒入学説明会日程表
電話番号会場開催日時学校名
４７１・００１４

視聴覚室
２月１０日（金）午後２時４５分第一小学校

４７１・０１３４２月３日（金）午後２時１５分第二小学校
４７１・０１０４１月３１日（火）午後３時第三小学校
４６１・５８４３体育館２月１３日（月）午後２時第五小学校
４７１・５３７０

視聴覚室

２月９日（木）午後２時半第六小学校
４７１・０１１４２月１３日（月）午後２時第七小学校
４７１・７５４８２月３日（金）午後２時半第九小学校
４７３・９１９６２月１０日（金）午後３時第十小学校
４７４・１６９１２月１７日（金）午後２時小山小学校
４７４・４１０８図書室２月９日（木）午後２時神宝小学校
４６１・２６６２２月２日（木）午後２時１５分南町小学校
４７４・０４０４視聴覚室２月１０日（金）午後２時本村小学校
４７３・７１１７図書室２月３日（金）午後３時下里小学校
４７１・００３０多目的室１月３０日（月）午後２時久留米中学校
４７１・２７６５

体育館

１月１４日（土）午後２時東中学校
４７１・４４００２月１０日（金）午後２時半西中学校
４２１・９５７３２月９日（木）午後２時半南中学校
４７４・１７５３２月６日（月）午後２時半大門中学校
４７３・７１１５２月１１日（祝）午後２時下里中学校
４７３・８８８１２月４日（土）午後２時中央中学校

　
今
年
４
月
に
小
・
中
学
校
に
入

学
す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
を
対

象
に
、
入
学
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。
日
程
は
下
表
の
通
り
で
す
。

必
ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

　
【
持
ち
物
】上
履
き
、筆
記
用
具

　
詳
し
く
は
入
学
す
る
各
小
・
中

学
校
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

～
小
学
生

◎
小
山
台
遺
跡
公
園

　
【
日
時
】
１
月　
日
（
土
）
午
前

２１

　
時
～
正
午
（
雨
天
中
止
）

１０
　
【
内
容
】「
た
こ
揚
げ
、
羽
根
突

き
、
こ
ま
回
し
」「
自
由
遊
び
」

　
【
対
象
】乳
幼
児（
保
護
者
同
伴
）

～
小
学
生

◎
青
少
年
セ
ン
タ
ー

　
【
日
時
】
１
月　
日
（
木
）
午
後

２６

１
時
半
～
４
時
半

　
【
会
場
】
小
体
育
館

　
【
内
容
】「
親
子
遊
び
、
運
動
遊

び
」「
羽
根
突
き
、こ
ま
回
し
な
ど
」

　
【
対
象
】乳
幼
児（
保
護
者
同
伴
）

～
小
学
生

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

　
新
聞
・ 
雑  
紙 
・
段
ボ
ー
ル
・
古

ざ
つ が
み

布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
は
、
家
庭
か

ら
出
さ
れ
る
ご
み
の
中
で「
資
源
」

と
し
て
再
利
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
で
組

織
す
る
団
体
が
、
こ
の
よ
う
な
資

源
ご
み
を
市
が
指
定
す
る
再
生
資

源
取
扱
業
者
に
引
き
渡
し
た
場
合
、

そ
の
回
収
量
に
応
じ
て
報
奨
金
を

交
付
す
る
資
源
回
収
報
奨
金
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。
今
回
は　
年
２８

２
月
～　
年
１
月
に
実
施
し
た
資

２９

源
集
団
回
収
を
対
象
に
、
報
奨
金

の
交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
【
対
象
団
体
】市
内
在
住
の
方
で

構
成
す
る
自
治
会
・
子
ど
も
会
・

婦
人
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど

　
【
報
奨
金
交
付
額
】回
収
実
績
量

に
応
じ
て
１
丼
乘
当
た
り
９
円

　
【
受
付
期
間
】２
月
１
日（
水
）～

　
日
（
金
）
の
午
前
９
時
～　
時

１０

１１

半
と
午
後
１
時
～
４
時
半
（
た
だ

し
５
日
〈
日
〉
を
除
く
）

高
齢
者
の
お
む
つ
代 

（
医
療
費
控
除
）の
申
告

　
高
齢
者
の
お
む
つ
代
を
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
税
務
署
に
申

告
す
る
場
合
、
お
む
つ
代
の
領
収

書
に
添
付
す
る
書
類
と
し
て
、
医

師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
が
必
要
で
す
が
、
２
年
目

以
降
の
申
告
に
は
、
市
が
発
行
す

る
「
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確

認
し
た
書
類
」
で
代
用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

　
①
前
年
度
に
引
き
続
き
、　

年
２９

度
の
税
申
告
で　
年
中
に
購
入
し

２８

た
お
む
つ
代
を
税
申
告
す
る
方
②

　
年
中
に
介
護
保
険
の
要
介
護
認

２８定
を
受
け
て
い
る
方
③
主
治
医
意

見
書
の
内
容
に
よ
り
、「
寝
た
き
り

状
態
に
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
「
尿

失
禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ

と
」
が
確
認
で
き
る
方

　
※
該
当
し
な
い
方
は
、
医
師
か

ら
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
の
発

行
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

障
害
者
控
除
の
認
定
書
の
発
行

　
所
得
税
の
確
定
申
告
や
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
を
行
う
際
に
、

　
年　
月　
日
現
在
、
市
内
在
住

２８

１２

３１

の　
歳
以
上
の
方
で
、
次
の
①
・

６５
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
に

認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
【
対
象
】
介
護
保
険
の
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、

①
知
的
障
害
者
（
軽
度
・
中
度
・

重
度
）
に
準
ず
る
方
②
身
体
障
害

者
（
１
級
～
６
級
）
に
準
ず
る
方

　
【
ご
注
意
】障
害
者
手
帳
な
ど
を

す
で
に
お
持
ち
の
方
は
、
手
帳
の

提
示
な
ど
に
よ
り
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

認
定
書
に
よ
り
要
件
を
満
た
せ
ば
、

特
別
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７

（
内
線
２
５
５
３
～
２
５
５
６
）へ
。

付
け
ま
す
。

◎
野
火
止
地
区
セ
ン
タ
ー

　
【
日
時
】
１
月　
日
（
月
）
午
後

１６

１
時
半
～
４
時
半

　
【
会
場
】
第
１
・
第
２
会
議
室

　
【
内
容
】「
親
子
遊
び
、
運
動
遊

び
」「
メ
ン
コ
、
羽
子
板
、
こ
ま
な

ど
を
作
っ
て
遊
ぼ
う
」

　
【
対
象
】乳
幼
児（
保
護
者
同
伴
）

　
【
会
場
】市
役
所
５
階
５
０
２
会

議
室
。
４
日
（
土
）
の
み
、
ご
み

対
策
課
（
八
幡
町
２
ノ　
ノ　
）

１０

１０

　
【
必
要
書
類
】回
収
業
者
か
ら
の

資
源
回
収
実
施
報
告
書
▼
代
表
者

の
認
め
印
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

▼
振
込
先
の
金
融
機
関
の
通
帳

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場
合
は
店
名

の
数
字
と
７
桁
の
口
座
番
号
が
必

要
）
▼
団
体
が
確
認
で
き
る
規
約

ま
た
は
名
簿
な
ど

　
【
ご
注
意
】代
表
者
の
印
鑑
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
来
る

方
の
印
鑑
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書

類
な
ど
に
不
備
が
あ
る
と
、
受
け

付
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
※
報
奨
金
交
付
申
請
用
紙
一
式

は
、
申
請
会
場
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
☎
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

確
定
申
告
書
な
ど
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ

確
定
申
告
書
な
ど
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ーー

（（
個
人
番
号
）の
記
載
が
必
要
で

個
人
番
号
）の
記
載
が
必
要
で
すす

介
護
保
険
制
度
で
税
控
除

介
護
保
険
制
度
で
税
控
除
をを

受
け
る
た
め
の
申
告
の
ご
案

受
け
る
た
め
の
申
告
の
ご
案
内内

介
護
保
険
の
新
し
い
総
合
事
業
に
つ

い
て
市
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）カ
ー
ド
と
個
人

番
号
の
通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
つ
い
て

資
源
集
団
回
収
報
奨

資
源
集
団
回
収
報
奨
金金（（
後
期
分

後
期
分
））のの

交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま

交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま
すす

一一
緒緒
にに
遊遊
びび
まま
せせ
んん
かか

一
緒
に
遊
び
ま
せ
ん

一
緒
に
遊
び
ま
せ
ん
かか

児
童
の
居
場
所
づ
く

児
童
の
居
場
所
づ
く
りり

「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　

年
度
に
小
学
校
入
学
予
定
の

２９お
子
さ
ん
の
保
護
者
の
方
へ

29年度に入学する
児童・生徒のご家庭へ
入学説明会を
開催します


